
平
成
30
年
度
地
方
分
権
改
革
に
関
す
る
提
案
募
集

国
立

公
園

の
集

団
施

設
地

区
に

お
い

て
保

養
所

等
を

公
園

事
業

（宿
舎

）と
し

て
認

め
る

要
件

の
明

確
化

及
び

認
可

権
限

の
都

道
府

県
知

事
へ

の
移

譲

平
成

３
０
年

７
月

１
０
日

兵
庫

県
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重点番号40：国立公園の集団施設地区において保養所等を公園事業（宿舎）として認める要件　　　　　　　　の明確化及び認可権限の都道府県知事への移譲（兵庫県）



瀬
戸

内
海

国
立

公
園

（六
甲

地
域

）の
概

要

●
指

定
：
昭

和
９
年

３
月

１
６
日

（
六

甲
地

域
追

加
指

定
昭

和
３
１
年

５
月

１
日

）

●
面

積
：
陸

域
６
６
，

９
３
４
h
a
（
う

ち
、
六

甲
地

域
６
，

７
８
８
h
a）

→
日

本
最

大
の

国
立

公
園

●
都

道
府

県
：
兵

庫
県

、
和

歌
山

県
は

じ
め

１
府

１
０
県

（
う

ち
、

六
甲

地
域

兵
庫

県
の

み
)

●
特

徴
：
内

海
多

島
景

観
に

加
え

て
、
古

く
か

ら
地

域
の

人
々

の
暮

ら
し

が
も

た
ら

し
た

人

文
景

観
と

自
然

景
観

が
調

和
し

た
、
独

特
な

景
観

を
有

し
て

い
る

。
六

甲
地

域
は

、

瀬
戸

内
海

国
立

公
園

の
東

部
に

位
置

し
、
六

甲
山

を
中

心
に

東
西

約
２
０
k
m

、

南
北

約
７
k
m

に
わ

た
る

。

【
六

甲
地

域
の

特
徴

】

〇
大

都
市

に
近

接
し

た
標

高
約

１
０
０
０
ｍ

の
都

市
山

。

〇
外

国
人

の
手

に
よ

り
開

発
さ

れ
た

歴
史

が
あ

り
、
別

荘
地

、
養

所
の

適
地

と
し

て
発

展
。

関
西

随
一

の
避

暑
地

。

〇
海

と
街

を
望

む
絶

好
の

展
望

。
１
０
０
０
万

ド
ル

の
夜

景
。

瀬
戸

内
海

国
立

公
園
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瀬
戸

内
海

国
立

公
園

（六
甲

地
域

）の
概

要

出
展

：環
境

省
H
P

瀬
戸

内
海

国
立

公
園

区
域

図
（一

部
加

工
）

集
団

施
設

地
区

(六
甲

山
地

区
)

集
団

施
設

地
区

(摩
耶

山
地

区
)

六
甲

山

摩
耶

山

市
役

所
県

庁

新
神

戸
駅

三
ノ
宮

駅

出
展

：環
境

省
H
P

瀬
戸

内
海

国
立

公
園

区
域

図
（一

部
加

工
）

六
甲

地
域

集
団

施
設

地
区

（予
定

）
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〇
震

災
の

復
興

地
域

か
ら

取
り
残

さ
れ

た
こ

と
に

加
え

、
宿

泊
ニ

ー
ズ

の
変

化
に

よ
り
保

養
所

の
遊

休
化

が
進

み
、

景
観

が
悪

化
〇

六
甲

山
は

、
自

然
公

園
法

の
ほ

か
複

数
の

規
制

の
対

象
地

域
で

あ
り
、

民
間

の
開

発
は

進
み

に
く
い

状
況

で
あ

る
。

か
つ

て
の

賑
わ

い
が

失
わ

れ
て

い
る

六
甲

山
（瀬

戸
内

海
国

立
公

園
)

企
業

保
養

所
等

の
現

況
（
平

成
2
7
年

調
査

）

平
成

６年
平

成
15

年
平

成
27

年

営
業

件
数

２２
６件

１３
５件

７０
件

(平
成

6年
＝

１.0
0)

1.0
0

0.6
0

0.3
1

明
治

時
代

に
グ

ル
ー

ム
(英

)が
別

荘
地

、
リ
ゾ

ー
ト
地

と
し

て
最

初
に

開
発

し
、

そ
の

後
別

荘
や

企
業

保
養

所
の

適
地

と
し

て
発

展
し

て
き

た
。
六

甲
山

開
山

の
祖

グ
ル

ー
ム

の
功

績
を

称
え

、
毎

年
夏

に
、

「六
甲

山
グ

ル
ー

ム
祭

」
が

開
催

さ
れ

る
。

背 景
特 徴

都
市

山

１
０
０
０
万

ド
ル

の
夜

景

課 題

７
０
件

７
１
件

１
１
件

8
１
件

２
３
３
件

(3
0
.0

%
)

(3
0
.5

%
)

(4
.7

%
)

(3
4
.8

%
)

営
業

中
撤

去
済

閉
鎖

計
転

用

企
業

保
養

所
の

営
業

施
設

数
推

移

六
甲

山
の

開
発

に
係

る
規

制

公
園

事
業

(宿
舎

)の
数

六
甲

地
域

集
団

施
設

地
区

内
の

宿
泊

施
設

数

法
　

令
主

な
規

制
内

容

自
然

公
園

法
1
棟

の
建

築
面

積
２
０
０
０
㎡

以
下

、
高

さ
1
3
m

以
下

　
等

都
市

計
画

法
 (

市
街

化
調

整
区

域
)

施
設

の
新

設
が

認
め

ら
れ

な
い

風
致

条
例

（
神

戸
市

）
高

さ
1
0
m

以
下

、
木

の
伐

採
制

限
　

等

地
区

名
宿

泊
施

設
名

件
数

六
甲

山
地

区
六

甲
山

ホ
テ

ル
（
現

在
改

装
の

た
め

休
業

中
）

摩
耶

山
地

区
オ

テ
ル

ド
摩

耶
（
営

業
中

）

2

32


現況調査



				営業中		転用						撤去済		閉鎖						計

								個人宅		その他						管理状況
良好 リョウコウ		管理状況
悪い カンリ ジョウキョウ ワル

				７０件		７１件		５１件		２０件		１１件		8１件		１５件		６６件		２３３件

				(30.0%)		(30.5%)		(21.9%)		(８.６%)		(4.7%)		(34.8%)		(6.5%）		(２８.３%)







営業施設数推移



						平成６年 ヘイセイ ネン		平成15年 ヘイセイ ネン		平成27年 ヘイセイ ネン

				営業件数 エイギョウ ケンスウ		２２６件		１３５件		７０件

				(平成6年＝１.00) ヘイセイ ネン		1.00		0.60		0.31







Sheet2





Sheet3






現況調査



				営業中		転用		撤去済		閉鎖		計



				７０件		７１件		１１件		8１件		２３３件

				(30.0%)		(30.5%)		(4.7%)		(34.8%)







営業施設数推移



				平成６年 ヘイセイ ネン		平成15年 ヘイセイ ネン		平成27年 ヘイセイ ネン

				２２６件		135件		70件







Sheet2





Sheet3






現況調査



				営業中		転用						撤去済		閉鎖						計

								個人宅		その他						管理状況
良好 リョウコウ		管理状況
悪い カンリ ジョウキョウ ワル

				７０件		７１件		５１件		２０件		１１件		8１件		１５件		６６件		２３３件

				(30.0%)		(30.5%)		(21.9%)		(８.６%)		(4.7%)		(34.8%)		(6.5%）		(２８.３%)







営業施設数推移



						平成６年 ヘイセイ ネン		平成15年 ヘイセイ ネン		平成27年 ヘイセイ ネン

				営業件数 エイギョウ ケンスウ		２２６件		１３５件		７０件

				(平成6年＝１.00) ヘイセイ ネン		1.00		0.60		0.31







企業保養所（現状規制）



				区分 クブン		企業保養所 キギョウ ホヨウショ		一般の宿泊施設 イッパン シュクハク シセツ

				利用形態 リヨウ ケイタイ		利用者限定 リヨウシャ ゲンテイ		一般利用 イッパン リヨウ

				公園事業（宿舎）
の位置づけ コウエン ジギョウ シュクシャ イチ		不可 フカ		なしの場合 バアイ		ありの場合 バアイ

				工作物の新築等
に係る行為制限 コウサクブツ シンチク トウ カカ コウイ セイゲン		高さ13ｍ以下、
建築面積2,000㎡以下　等
(自然公園法施行細則第11条） タカ イカ ケンチク メンセキ イカ トウ シゼン コウエンホウ セコウ サイソク ダイ ジョウ				公園(地域ごと)に
管理運営計画
で定める コウエン チイキ







集団施設地区

						手続き テツヅ										新築・改築
の制限

						公園計画
変更 コウエン ケイカク ヘンコウ		公園事業
決定 コウエン ジギョウ ケッテイ		公園事業
実施 コウエン ジギョウ ジッシ		法第10条
行為許可 ホウ ダイ ジョウ コウイ キョカ		手続き
期間 テツヅ キカン



		一般の宿泊施設
（一般利用） イッパン シュクハク シセツ イッパン リヨウ		集団施設地区
【検討中】 シュウダン シセツ チク ケントウチュウ		不要 フヨウ		不要 フヨウ		要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		不要 フヨウ		最長
2ヶ月 サイチョウ ゲツ		公園(地域ごと)に
管理運営計画で定める

				単独施設
【現状】 タンドク シセツ ゲンジョウ		要
(2～3年) ネン		要
(0.5～1年)		要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		不要 フヨウ		最長
4年2ヶ月 サイチョウ ネン ゲツ

		企業保養所（利用者限定） キギョウ ホヨウショ				公園事業に該当しない コウエン ジギョウ ガイトウ						要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		最長
2ヶ月 サイチョウ ゲツ		高さ13ｍ以下、面積2,000㎡以下　等









集団施設地区 (2)



				宿泊施設の区分 シュクハク シセツ クブン				公園事業
「宿舎」として
取り扱い コウエン ジギョウ シュクシャ ト アツカ		手続き テツヅ										新築・改築
の制限

										公園計画
変更 コウエン ケイカク ヘンコウ		公園事業
決定 コウエン ジギョウ ケッテイ		公園事業
実施 コウエン ジギョウ ジッシ		法第10条
行為許可 ホウ ダイ ジョウ コウイ キョカ		手続き
期間 テツヅ キカン



				一般の宿泊施設
（一般利用）		単独施設 タンドク シセツ		○		要
(2～3年) ネン		要
(0.5～1年)		要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		不要 フヨウ		最長
4年2ヶ月 サイチョウ ネン ゲツ		公園管理運営計画で
定める（弾力的に運用） ダンリョクテキ ウンヨウ

				企業保養所（利用者限定） キギョウ ホヨウショ				×		不要
（公園事業に該当しないため） フヨウ コウエン ジギョウ ガイトウ						要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		最長
2ヶ月 サイチョウ ゲツ		高さ13ｍ以下、建築面積2,000㎡以下　等 ケンチク







				宿泊施設の区分 シュクハク シセツ クブン				公園事業
「宿舎」として
取り扱い コウエン ジギョウ シュクシャ ト アツカ		手続き テツヅ										新築・改築
の制限

										公園計画
変更 コウエン ケイカク ヘンコウ		公園事業
決定 コウエン ジギョウ ケッテイ		公園事業
実施 コウエン ジギョウ ジッシ		法第10条
行為許可 ホウ ダイ ジョウ コウイ キョカ		手続き
期間 テツヅ キカン



				一般の宿泊施設
（一般利用） イッパン シュクハク シセツ イッパン リヨウ		集団施設地区 シュウダン シセツ チク		○		不要 フヨウ		不要 フヨウ		要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		不要 フヨウ		最長
2ヶ月 サイチョウ ゲツ		公園管理運営計画で
定める（弾力的に運用） ダンリョクテキ ウンヨウ

				企業保養所
（一部一般利用） キギョウ ホヨウショ イチブ イッパン				○

				企業保養所（利用者限定） キギョウ ホヨウショ				×		不要
（公園事業に該当しないため） フヨウ コウエン ジギョウ ガイトウ						要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		最長
2ヶ月 サイチョウ ゲツ		高さ13ｍ以下、建築面積2,000㎡以下　等 ケンチク













集団施設地区 (3)



				宿泊施設の区分 シュクハク シセツ クブン				公園事業
「宿舎」として
取り扱い コウエン ジギョウ シュクシャ ト アツカ		手続き テツヅ										新築・改築
の制限

										公園計画
変更 コウエン ケイカク ヘンコウ		公園事業
決定 コウエン ジギョウ ケッテイ		公園事業
実施 コウエン ジギョウ ジッシ		法第10条
行為許可 ホウ ダイ ジョウ コウイ キョカ		手続き
期間 テツヅ キカン



				一般の宿泊施設
（一般利用）		単独施設 タンドク シセツ		○		要
(2～3年) ネン		要
(0.5～1年)		要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		不要 フヨウ		最長
4年2ヶ月 サイチョウ ネン ゲツ		公園管理運営計画で
定める（弾力的に運用） ダンリョクテキ ウンヨウ

				企業保養所（利用者限定） キギョウ ホヨウショ				×		不要
（公園事業に該当しないため） フヨウ コウエン ジギョウ ガイトウ						要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		最長
2ヶ月 サイチョウ ゲツ		高さ13ｍ以下、建築面積2,000㎡以下　等 ケンチク







				宿泊施設の形態 シュクハク シセツ ケイタイ		公園計画
の変更		公園事業
「宿舎」として
取り扱い コウエン ジギョウ シュクシャ ト アツカ		手続き テツヅ										新築・改築
の制限

										公園計画
変更 コウエン ケイカク ヘンコウ		公園事業
決定 コウエン ジギョウ ケッテイ		公園事業
実施 コウエン ジギョウ ジッシ		法第10条
行為許可 ホウ ダイ ジョウ コウイ キョカ		手続き
期間 テツヅ キカン



				企業保養所
（一部一般利用） キギョウ ホヨウショ イチブ イッパン		単独施設
↓
集団施設地区

 タンドク シセツ シュウダン シセツ チク		×
↓
○
		要
(2～3年)
↓
不要 フヨウ		要
(0.5～1年)
↓
不要 フヨウ		不要
↓
要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		要
(2ヶ月)
↓
不要 フヨウ		最長
4年2ヶ月
↓
最長
2ヶ月 サイチョウ ゲツ		高さ13ｍ以下、建築面積2,000㎡以下　等
　　　　　　↓
公園管理運営計画で
定める（弾力的に運用） ダンリョクテキ ウンヨウ



						【変更予定】		【今回提案】		（集団施設地区のため不要） シュウダン シセツ チク フヨウ

				企業保養所
（利用者限定） キギョウ ホヨウショ				×		不要
（公園事業に該当しないため） フヨウ コウエン ジギョウ ガイトウ						要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		最長
2ヶ月 サイチョウ ゲツ		高さ13ｍ以下、建築面積2,000㎡以下　等 ケンチク













要件１



				企業保養所等を公園事業（宿舎）として
認めるための要件（案） キギョウ ホヨウ ショ トウ コウエン ジギョウ シュクシャ ミト ヨウケン アン				【参　考】 サン コウ

								四季倶楽部
（企業保養所兼一般利用者向けホテル）
 シキ クラブ キギョウ ホヨウ ショ ケン イッパン リヨウ シャ ム				ユースホステル
（既に公園事業(宿舎)として認可） スデ コウエン ジギョウ シュクシャ ニンカ

				利用資格 リヨウ シカク		オーナー等が優先的に利用できる日数、時期及び部屋数を社会通念上許容できる範囲に制限し、一般利用者の利用機会が担保できること。 トウ ユウセンテキ リヨウ ニッスウ ジキ オヨ ヘヤカズ シャカイ ツウネンジョウ キョヨウ ハンイ セイゲン イッパン リヨウシャ リヨウ キカイ タンポ		企業保養所オーナー等に対して、全部屋数の閑散期５割、繁忙期７割の優先利用枠はあるものの、一般利用者も利用可能 キギョウ ホヨウ ジョ トウ タイ ゼン ヘヤ ユウセン リヨウ ワク イッパン リヨウ シャ リヨウ カノウ				1泊600円の追加料金を支払えば、「1日会員」ということで一般利用者も利用可能 イッパン リヨウシャ カノウ

				予約期間 ヨヤク キカン		オーナー等が優先的に予約できる期間を社会通念上許容できる範囲に制限し、一般利用者の利用機会が担保できること。 ヨヤク キカン シャカイ		オーナー等 トウ		一　般 イチ ハン		会　員 カイ イン		一　般 イチ ハン

								２月後の月末までの
予約が可能 ゲツ ゴ ゲツマツ ヨヤク カノウ		５6日後までの
予約が可能 ニチ ゴ		３ヶ月前までの
予約が可能 ゲツマエ ヨヤク カノウ

								（最大差約１ヶ月）				（差なし） サ

				料金 リョウキン		オーナー等と一般利用者の料金格差が、社会通念上許容できる範囲内であること。 イッパン リヨウシャ リョウキン カクサ シャカイ ツウネンジョウ キョヨウ ハンイナイ		全施設、全日　５,000円／人 ゼン シセツ ゼンジツ エン ニン				標準料金　3,000円 ヒョウジュン リョウキン エン		標準料金　3,000円＋1日会員　６００円 ヒョウジュン リョウキン エン ニチ カイイン エン

								（差なし） サ				600円（宿泊費の2割程度）の差 エン シュクハクヒ ワリ テイド サ







要件２



				企業保養所等を公園事業（宿舎）として
認めるための要件（案） キギョウ ホヨウ ショ トウ コウエン ジギョウ シュクシャ ミト ヨウケン アン				【参　考】 サン コウ

								四季倶楽部
（企業保養所兼一般利用者向けホテル） シキ クラブ				ユースホステル
（既に公園事業(宿舎)として認可）

				利用資格 リヨウ シカク		オーナー等が優先的に利用できる日数、時期及び部屋数を社会通念上許容できる範囲に制限し、一般利用者の利用機会が担保できること。 トウ ユウセンテキ リヨウ ニッスウ ジキ オヨ ヘヤカズ シャカイ ツウネンジョウ キョヨウ ハンイ セイゲン イッパン リヨウシャ リヨウ キカイ タンポ		企業保養所オーナー等に対して、全部屋数の閑散期５割、繁忙期７割の優先利用枠はあるものの、残りは一般利用者も利用可能 キギョウ ホヨウ ジョ トウ タイ ゼン ヘヤ ユウセン リヨウ ワク ノコ イッパン リヨウ シャ リヨウ カノウ				600円の追加料金で「1日会員」として、一般利用者も利用可能 ツイカ リョウキン イッパン リヨウシャ カノウ

				予約期間 ヨヤク キカン		オーナー等が優先的に予約できる期間を社会通念上許容できる範囲に制限し、一般利用者の利用機会が担保できること。		オーナー等 トウ		一　般 イチ ハン		会　員 カイ イン		一　般 イチ ハン

								２月後の月末 ゲツ ゴ ゲツマツ		５６日後 ニチ ゴ		３ヶ月後

								（最大差約１ヶ月）				（差なし） サ

				料金 リョウキン		社会通念上許容できる範囲内の差であること。 シャカイ ツウネンジョウ キョヨウ ハンイナイ サ		全施設、全日　５,000円／人 ゼン シセツ ゼンジツ エン ニン				3,000円 エン		3,600円 エン

								（差なし） サ				600円（宿泊費の2割程度）の差 エン シュクハクヒ ワリ テイド サ







他の規制

				法　令 ホウ レイ		主な規制内容 オモ キセイ ナイヨウ

				自然公園法 シゼン コウエンホウ		1棟の建築面積２０００㎡以下、高さ13m以下　等 イットウ ケンチク メンセキ イカ タカ イカ トウ

				都市計画法 (市街化調整区域) トシ ケイカクホウ シガイカ チョウセイ クイキ		施設の新設が認められない シセツ シンセツ ミト

				風致条例（神戸市） フウチ ジョウレイ コウベシ		高さ10m以下、木の伐採制限　等 キ セイボク バッサイ セイゲン トウ





再生委員会

				目的 モクテキ		　　六甲山の魅力ある自然を活用し、自然保護と最適なバランスを保ちながら活性化を図ることを目的として、六甲山の目指すべき方向性及び民間資本の誘導による六甲山の活性化を図るための協議を行うために設置する。 ロク カブトヤマ ミリョク シゼン カツヨウ シゼン ホゴ サイテキ タモ カッセイカ ハカ モクテキ ロッコウサン メザ ホウコウセイ オヨ ミンカン シホン ユウドウ ロッコウサン カッセイカ ハカ キョウギ オコナ セッチ

				検討事項 ケントウ ジコウ		公園計画の変更 コウエン ケイカク ヘンコウ

						　　①一般利用施設の面的整備が可能となる集団施設地区の設定 イッパン リヨウ シセツ メンテキ セイビ カノウ シュウダン シセツ チク セッテイ

						　　②利用環境に応じた地種区分の変更 リヨウ カンキョウ オウ チシュ クブン ヘンコウ
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現況調査



				営業中		転用						撤去済		閉鎖						計

								個人宅		その他						管理状況
良好 リョウコウ		管理状況
悪い カンリ ジョウキョウ ワル

				７０件		７１件		５１件		２０件		１１件		8１件		１５件		６６件		２３３件

				(30.0%)		(30.5%)		(21.9%)		(８.６%)		(4.7%)		(34.8%)		(6.5%）		(２８.３%)







営業施設数推移



						平成６年 ヘイセイ ネン		平成15年 ヘイセイ ネン		平成27年 ヘイセイ ネン

				営業件数 エイギョウ ケンスウ		２２６件		１３５件		７０件

				(平成6年＝１.00) ヘイセイ ネン		1.00		0.60		0.31







企業保養所（現状規制）



				区分 クブン		企業保養所 キギョウ ホヨウショ		一般の宿泊施設 イッパン シュクハク シセツ

				利用形態 リヨウ ケイタイ		利用者限定 リヨウシャ ゲンテイ		一般利用 イッパン リヨウ

				公園事業（宿舎）
の位置づけ コウエン ジギョウ シュクシャ イチ		不可 フカ		なしの場合 バアイ		ありの場合 バアイ

				工作物の新築等
に係る行為制限 コウサクブツ シンチク トウ カカ コウイ セイゲン		高さ13ｍ以下、
建築面積2,000㎡以下　等
(自然公園法施行細則第11条） タカ イカ ケンチク メンセキ イカ トウ シゼン コウエンホウ セコウ サイソク ダイ ジョウ				公園(地域ごと)に
管理運営計画
で定める コウエン チイキ







集団施設地区

						手続き テツヅ										新築・改築
の制限

						公園計画
変更 コウエン ケイカク ヘンコウ		公園事業
決定 コウエン ジギョウ ケッテイ		公園事業
実施 コウエン ジギョウ ジッシ		法第10条
行為許可 ホウ ダイ ジョウ コウイ キョカ		手続き
期間 テツヅ キカン



		一般の宿泊施設
（一般利用） イッパン シュクハク シセツ イッパン リヨウ		集団施設地区
【検討中】 シュウダン シセツ チク ケントウチュウ		不要 フヨウ		不要 フヨウ		要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		不要 フヨウ		最長
2ヶ月 サイチョウ ゲツ		公園(地域ごと)に
管理運営計画で定める

				単独施設
【現状】 タンドク シセツ ゲンジョウ		要
(2～3年) ネン		要
(0.5～1年)		要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		不要 フヨウ		最長
4年2ヶ月 サイチョウ ネン ゲツ

		企業保養所（利用者限定） キギョウ ホヨウショ				公園事業に該当しない コウエン ジギョウ ガイトウ						要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		最長
2ヶ月 サイチョウ ゲツ		高さ13ｍ以下、面積2,000㎡以下　等









集団施設地区 (2)



				宿泊施設の区分 シュクハク シセツ クブン				公園事業
「宿舎」として
取り扱い コウエン ジギョウ シュクシャ ト アツカ		手続き テツヅ										新築・改築
の制限

										公園計画
変更 コウエン ケイカク ヘンコウ		公園事業
決定 コウエン ジギョウ ケッテイ		公園事業
実施 コウエン ジギョウ ジッシ		法第10条
行為許可 ホウ ダイ ジョウ コウイ キョカ		手続き
期間 テツヅ キカン



				一般の宿泊施設
（一般利用）		単独施設 タンドク シセツ		○		要
(2～3年) ネン		要
(0.5～1年)		要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		不要 フヨウ		最長
4年2ヶ月 サイチョウ ネン ゲツ		公園管理運営計画で
定める（弾力的に運用） ダンリョクテキ ウンヨウ

				企業保養所（利用者限定） キギョウ ホヨウショ				×		不要
（公園事業に該当しないため） フヨウ コウエン ジギョウ ガイトウ						要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		最長
2ヶ月 サイチョウ ゲツ		高さ13ｍ以下、建築面積2,000㎡以下　等 ケンチク







				宿泊施設の区分 シュクハク シセツ クブン				公園事業
「宿舎」として
取り扱い コウエン ジギョウ シュクシャ ト アツカ		手続き テツヅ										新築・改築
の制限

										公園計画
変更 コウエン ケイカク ヘンコウ		公園事業
決定 コウエン ジギョウ ケッテイ		公園事業
実施 コウエン ジギョウ ジッシ		法第10条
行為許可 ホウ ダイ ジョウ コウイ キョカ		手続き
期間 テツヅ キカン



				一般の宿泊施設
（一般利用） イッパン シュクハク シセツ イッパン リヨウ		集団施設地区 シュウダン シセツ チク		○		不要 フヨウ		不要 フヨウ		要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		不要 フヨウ		最長
2ヶ月 サイチョウ ゲツ		公園管理運営計画で
定める（弾力的に運用） ダンリョクテキ ウンヨウ

				企業保養所
（一部一般利用） キギョウ ホヨウショ イチブ イッパン				○

				企業保養所（利用者限定） キギョウ ホヨウショ				×		不要
（公園事業に該当しないため） フヨウ コウエン ジギョウ ガイトウ						要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		最長
2ヶ月 サイチョウ ゲツ		高さ13ｍ以下、建築面積2,000㎡以下　等 ケンチク













集団施設地区 (3)



				宿泊施設の区分 シュクハク シセツ クブン				公園事業
「宿舎」として
取り扱い コウエン ジギョウ シュクシャ ト アツカ		手続き テツヅ										新築・改築
の制限

										公園計画
変更 コウエン ケイカク ヘンコウ		公園事業
決定 コウエン ジギョウ ケッテイ		公園事業
実施 コウエン ジギョウ ジッシ		法第10条
行為許可 ホウ ダイ ジョウ コウイ キョカ		手続き
期間 テツヅ キカン



				一般の宿泊施設
（一般利用）		単独施設 タンドク シセツ		○		要
(2～3年) ネン		要
(0.5～1年)		要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		不要 フヨウ		最長
4年2ヶ月 サイチョウ ネン ゲツ		公園管理運営計画で
定める（弾力的に運用） ダンリョクテキ ウンヨウ

				企業保養所（利用者限定） キギョウ ホヨウショ				×		不要
（公園事業に該当しないため） フヨウ コウエン ジギョウ ガイトウ						要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		最長
2ヶ月 サイチョウ ゲツ		高さ13ｍ以下、建築面積2,000㎡以下　等 ケンチク







				宿泊施設の形態 シュクハク シセツ ケイタイ		公園計画
の変更		公園事業
「宿舎」として
取り扱い コウエン ジギョウ シュクシャ ト アツカ		手続き テツヅ										新築・改築
の制限

										公園計画
変更 コウエン ケイカク ヘンコウ		公園事業
決定 コウエン ジギョウ ケッテイ		公園事業
実施 コウエン ジギョウ ジッシ		法第10条
行為許可 ホウ ダイ ジョウ コウイ キョカ		手続き
期間 テツヅ キカン



				企業保養所
（一部一般利用） キギョウ ホヨウショ イチブ イッパン		単独施設
↓
集団施設地区

 タンドク シセツ シュウダン シセツ チク		×
↓
○
		要
(2～3年)
↓
不要 フヨウ		要
(0.5～1年)
↓
不要 フヨウ		不要
↓
要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		要
(2ヶ月)
↓
不要 フヨウ		最長
4年2ヶ月
↓
最長
2ヶ月 サイチョウ ゲツ		高さ13ｍ以下、建築面積2,000㎡以下　等
　　　　　　↓
公園管理運営計画で
定める（弾力的に運用） ダンリョクテキ ウンヨウ



						【変更予定】		【今回提案】		（集団施設地区のため不要） シュウダン シセツ チク フヨウ

				企業保養所
（利用者限定） キギョウ ホヨウショ				×		不要
（公園事業に該当しないため） フヨウ コウエン ジギョウ ガイトウ						要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		最長
2ヶ月 サイチョウ ゲツ		高さ13ｍ以下、建築面積2,000㎡以下　等 ケンチク













要件１



				企業保養所等を公園事業（宿舎）として
認めるための要件（案） キギョウ ホヨウ ショ トウ コウエン ジギョウ シュクシャ ミト ヨウケン アン				【参　考】 サン コウ

								四季倶楽部
（企業保養所兼一般利用者向けホテル）
 シキ クラブ キギョウ ホヨウ ショ ケン イッパン リヨウ シャ ム				ユースホステル
（既に公園事業(宿舎)として認可） スデ コウエン ジギョウ シュクシャ ニンカ

				利用資格 リヨウ シカク		オーナー等が優先的に利用できる日数、時期及び部屋数を社会通念上許容できる範囲に制限し、一般利用者の利用機会が担保できること。 トウ ユウセンテキ リヨウ ニッスウ ジキ オヨ ヘヤカズ シャカイ ツウネンジョウ キョヨウ ハンイ セイゲン イッパン リヨウシャ リヨウ キカイ タンポ		企業保養所オーナー等に対して、全部屋数の閑散期５割、繁忙期７割の優先利用枠はあるものの、一般利用者も利用可能 キギョウ ホヨウ ジョ トウ タイ ゼン ヘヤ ユウセン リヨウ ワク イッパン リヨウ シャ リヨウ カノウ				1泊600円の追加料金を支払えば、「1日会員」ということで一般利用者も利用可能 イッパン リヨウシャ カノウ

				予約期間 ヨヤク キカン		オーナー等が優先的に予約できる期間を社会通念上許容できる範囲に制限し、一般利用者の利用機会が担保できること。 ヨヤク キカン シャカイ		オーナー等 トウ		一　般 イチ ハン		会　員 カイ イン		一　般 イチ ハン

								２月後の月末までの
予約が可能 ゲツ ゴ ゲツマツ ヨヤク カノウ		５6日後までの
予約が可能 ニチ ゴ		３ヶ月前までの
予約が可能 ゲツマエ ヨヤク カノウ

								（最大差約１ヶ月）				（差なし） サ

				料金 リョウキン		オーナー等と一般利用者の料金格差が、社会通念上許容できる範囲内であること。 イッパン リヨウシャ リョウキン カクサ シャカイ ツウネンジョウ キョヨウ ハンイナイ		全施設、全日　５,000円／人 ゼン シセツ ゼンジツ エン ニン				標準料金　3,000円 ヒョウジュン リョウキン エン		標準料金　3,000円＋1日会員　６００円 ヒョウジュン リョウキン エン ニチ カイイン エン

								（差なし） サ				600円（宿泊費の2割程度）の差 エン シュクハクヒ ワリ テイド サ







要件２



				企業保養所等を公園事業（宿舎）として
認めるための要件（案） キギョウ ホヨウ ショ トウ コウエン ジギョウ シュクシャ ミト ヨウケン アン				【参　考】 サン コウ

								四季倶楽部
（企業保養所兼一般利用者向けホテル） シキ クラブ				ユースホステル
（既に公園事業(宿舎)として認可）

				利用資格 リヨウ シカク		オーナー等が優先的に利用できる日数、時期及び部屋数を社会通念上許容できる範囲に制限し、一般利用者の利用機会が担保できること。 トウ ユウセンテキ リヨウ ニッスウ ジキ オヨ ヘヤカズ シャカイ ツウネンジョウ キョヨウ ハンイ セイゲン イッパン リヨウシャ リヨウ キカイ タンポ		企業保養所オーナー等に対して、全部屋数の閑散期５割、繁忙期７割の優先利用枠はあるものの、残りは一般利用者も利用可能 キギョウ ホヨウ ジョ トウ タイ ゼン ヘヤ ユウセン リヨウ ワク ノコ イッパン リヨウ シャ リヨウ カノウ				600円の追加料金で「1日会員」として、一般利用者も利用可能 ツイカ リョウキン イッパン リヨウシャ カノウ

				予約期間 ヨヤク キカン		オーナー等が優先的に予約できる期間を社会通念上許容できる範囲に制限し、一般利用者の利用機会が担保できること。		オーナー等 トウ		一　般 イチ ハン		会　員 カイ イン		一　般 イチ ハン

								２月後の月末 ゲツ ゴ ゲツマツ		５６日後 ニチ ゴ		３ヶ月後

								（最大差約１ヶ月）				（差なし） サ

				料金 リョウキン		社会通念上許容できる範囲内の差であること。 シャカイ ツウネンジョウ キョヨウ ハンイナイ サ		全施設、全日　５,000円／人 ゼン シセツ ゼンジツ エン ニン				3,000円 エン		3,600円 エン

								（差なし） サ				600円（宿泊費の2割程度）の差 エン シュクハクヒ ワリ テイド サ







他の規制

				法　令 ホウ レイ		主な規制内容 オモ キセイ ナイヨウ

				自然公園法 シゼン コウエンホウ		1棟の建築面積２０００㎡以下、高さ13m以下　等 イットウ ケンチク メンセキ イカ タカ イカ トウ

				都市計画法 (市街化調整区域) トシ ケイカクホウ シガイカ チョウセイ クイキ		施設の新設が認められない シセツ シンセツ ミト

				風致条例 フウチ ジョウレイ		高さ10m以下、木の伐採制限　等 キ セイボク バッサイ セイゲン トウ





公園事業宿舎



				地区名 チクメイ		宿泊施設名 シュクハク シセツメイ		件数 ケンスウ

				六甲山
地区 ロッコウサン チク		六甲山ホテル
（現在改装のため休業中） ロッコウサン ゲンザイ カイソウ キュウギョウチュウ		2

				摩耶山
地区 マヤ サン チク		オテルド摩耶
（営業中） マヤ エイギョウチュウ
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現況調査



				営業中		転用						撤去済		閉鎖						計

								個人宅		その他						管理状況
良好 リョウコウ		管理状況
悪い カンリ ジョウキョウ ワル

				７０件		７１件		５１件		２０件		１１件		8１件		１５件		６６件		２３３件

				(30.0%)		(30.5%)		(21.9%)		(８.６%)		(4.7%)		(34.8%)		(6.5%）		(２８.３%)







営業施設数推移



						平成６年 ヘイセイ ネン		平成15年 ヘイセイ ネン		平成27年 ヘイセイ ネン

				営業件数 エイギョウ ケンスウ		２２６件		１３５件		７０件

				(平成6年＝１.00) ヘイセイ ネン		1.00		0.60		0.31







企業保養所（現状規制）



				区分 クブン		企業保養所 キギョウ ホヨウショ		一般の宿泊施設 イッパン シュクハク シセツ

				利用形態 リヨウ ケイタイ		利用者限定 リヨウシャ ゲンテイ		一般利用 イッパン リヨウ

				公園事業（宿舎）
の位置づけ コウエン ジギョウ シュクシャ イチ		不可 フカ		なしの場合 バアイ		ありの場合 バアイ

				工作物の新築等
に係る行為制限 コウサクブツ シンチク トウ カカ コウイ セイゲン		高さ13ｍ以下、
建築面積2,000㎡以下　等
(自然公園法施行細則第11条） タカ イカ ケンチク メンセキ イカ トウ シゼン コウエンホウ セコウ サイソク ダイ ジョウ				公園(地域ごと)に
管理運営計画
で定める コウエン チイキ







集団施設地区

						手続き テツヅ										新築・改築
の制限

						公園計画
変更 コウエン ケイカク ヘンコウ		公園事業
決定 コウエン ジギョウ ケッテイ		公園事業
実施 コウエン ジギョウ ジッシ		法第10条
行為許可 ホウ ダイ ジョウ コウイ キョカ		手続き
期間 テツヅ キカン



		一般の宿泊施設
（一般利用） イッパン シュクハク シセツ イッパン リヨウ		集団施設地区
【検討中】 シュウダン シセツ チク ケントウチュウ		不要 フヨウ		不要 フヨウ		要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		不要 フヨウ		最長
2ヶ月 サイチョウ ゲツ		公園(地域ごと)に
管理運営計画で定める

				単独施設
【現状】 タンドク シセツ ゲンジョウ		要
(2～3年) ネン		要
(0.5～1年)		要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		不要 フヨウ		最長
4年2ヶ月 サイチョウ ネン ゲツ

		企業保養所（利用者限定） キギョウ ホヨウショ				公園事業に該当しない コウエン ジギョウ ガイトウ						要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		最長
2ヶ月 サイチョウ ゲツ		高さ13ｍ以下、面積2,000㎡以下　等









集団施設地区 (2)



				宿泊施設の区分 シュクハク シセツ クブン				公園事業
「宿舎」として
取り扱い コウエン ジギョウ シュクシャ ト アツカ		手続き テツヅ										新築・改築
の制限

										公園計画
変更 コウエン ケイカク ヘンコウ		公園事業
決定 コウエン ジギョウ ケッテイ		公園事業
実施 コウエン ジギョウ ジッシ		法第10条
行為許可 ホウ ダイ ジョウ コウイ キョカ		手続き
期間 テツヅ キカン



				一般の宿泊施設
（一般利用）		単独施設 タンドク シセツ		○		要
(2～3年) ネン		要
(0.5～1年)		要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		不要 フヨウ		最長
4年2ヶ月 サイチョウ ネン ゲツ		公園管理運営計画で
定める（弾力的に運用） ダンリョクテキ ウンヨウ

				企業保養所（利用者限定） キギョウ ホヨウショ				×		不要
（公園事業に該当しないため） フヨウ コウエン ジギョウ ガイトウ						要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		最長
2ヶ月 サイチョウ ゲツ		高さ13ｍ以下、建築面積2,000㎡以下　等 ケンチク







				宿泊施設の区分 シュクハク シセツ クブン				公園事業
「宿舎」として
取り扱い コウエン ジギョウ シュクシャ ト アツカ		手続き テツヅ										新築・改築
の制限

										公園計画
変更 コウエン ケイカク ヘンコウ		公園事業
決定 コウエン ジギョウ ケッテイ		公園事業
実施 コウエン ジギョウ ジッシ		法第10条
行為許可 ホウ ダイ ジョウ コウイ キョカ		手続き
期間 テツヅ キカン



				一般の宿泊施設
（一般利用） イッパン シュクハク シセツ イッパン リヨウ		集団施設地区 シュウダン シセツ チク		○		不要 フヨウ		不要 フヨウ		要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		不要 フヨウ		最長
2ヶ月 サイチョウ ゲツ		公園管理運営計画で
定める（弾力的に運用） ダンリョクテキ ウンヨウ

				企業保養所
（一部一般利用） キギョウ ホヨウショ イチブ イッパン				○

				企業保養所（利用者限定） キギョウ ホヨウショ				×		不要
（公園事業に該当しないため） フヨウ コウエン ジギョウ ガイトウ						要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		最長
2ヶ月 サイチョウ ゲツ		高さ13ｍ以下、建築面積2,000㎡以下　等 ケンチク













集団施設地区 (3)



				宿泊施設の区分 シュクハク シセツ クブン				公園事業
「宿舎」として
取り扱い コウエン ジギョウ シュクシャ ト アツカ		手続き テツヅ										新築・改築
の制限

										公園計画
変更 コウエン ケイカク ヘンコウ		公園事業
決定 コウエン ジギョウ ケッテイ		公園事業
実施 コウエン ジギョウ ジッシ		法第10条
行為許可 ホウ ダイ ジョウ コウイ キョカ		手続き
期間 テツヅ キカン



				一般の宿泊施設
（一般利用）		単独施設 タンドク シセツ		○		要
(2～3年) ネン		要
(0.5～1年)		要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		不要 フヨウ		最長
4年2ヶ月 サイチョウ ネン ゲツ		公園管理運営計画で
定める（弾力的に運用） ダンリョクテキ ウンヨウ

				企業保養所（利用者限定） キギョウ ホヨウショ				×		不要
（公園事業に該当しないため） フヨウ コウエン ジギョウ ガイトウ						要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		最長
2ヶ月 サイチョウ ゲツ		高さ13ｍ以下、建築面積2,000㎡以下　等 ケンチク







				宿泊施設の形態 シュクハク シセツ ケイタイ		公園計画
の変更		公園事業
「宿舎」として
取り扱い コウエン ジギョウ シュクシャ ト アツカ		公園計画
変更 コウエン ケイカク ヘンコウ		公園事業
決定 コウエン ジギョウ ケッテイ		公園事業
執行認可 コウエン ジギョウ シッコウ ニンカ		法第10条
行為許可 ホウ ダイ ジョウ コウイ キョカ		手続き
期間 テツヅ キカン		新築・改築
の制限





				企業保養所
(一部一般利用)
会員制ホテル

 キギョウ ホヨウショ カイインセイ		単独施設
↓
集団施設地区

 タンドク シセツ シュウダン シセツ チク		×
↓
○
		要
(2～3年)
↓
不要 フヨウ		要
(0.5～1年)
↓
不要 フヨウ		不要
↓
要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		要
(2ヶ月)
↓
不要 フヨウ		最長
4年2ヶ月
↓
最長
2ヶ月 サイチョウ ゲツ		高さ13ｍ以下、建築面積2,000㎡以下　等
　　　　　　↓
公園管理運営計画で
定める（弾力的に運用） ダンリョクテキ ウンヨウ



						【変更予定】		【今回提案】		（集団施設地区のため不要） シュウダン シセツ チク フヨウ

				企業保養所
会員制ホテル
（利用者限定） キギョウ ホヨウショ カイインセイ				×		不要
（公園事業に該当しないため） フヨウ コウエン ジギョウ ガイトウ						要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		最長
2ヶ月 サイチョウ ゲツ		高さ13ｍ以下、建築面積2,000㎡以下　等 ケンチク













要件１



				企業保養所等を公園事業（宿舎）として
認めるための要件（案） キギョウ ホヨウ ショ トウ コウエン ジギョウ シュクシャ ミト ヨウケン アン				【参　考】 サン コウ

								四季倶楽部
（企業保養所兼一般利用者向けホテル）
 シキ クラブ キギョウ ホヨウ ショ ケン イッパン リヨウ シャ ム				ユースホステル
（既に公園事業(宿舎)として認可） スデ コウエン ジギョウ シュクシャ ニンカ

				利用資格 リヨウ シカク		オーナー等が優先的に利用できる日数、時期及び部屋数を社会通念上許容できる範囲に制限し、一般利用者の利用機会が担保できること。 トウ ユウセンテキ リヨウ ニッスウ ジキ オヨ ヘヤカズ シャカイ ツウネンジョウ キョヨウ ハンイ セイゲン イッパン リヨウシャ リヨウ キカイ タンポ		企業保養所オーナー等に対して、全部屋数の閑散期５割、繁忙期７割の優先利用枠はあるものの、一般利用者も利用可能 キギョウ ホヨウ ジョ トウ タイ ゼン ヘヤ ユウセン リヨウ ワク イッパン リヨウ シャ リヨウ カノウ				1泊600円の追加料金を支払えば、「1日会員」ということで一般利用者も利用可能 イッパン リヨウシャ カノウ

				予約期間 ヨヤク キカン		オーナー等が優先的に予約できる期間を社会通念上許容できる範囲に制限し、一般利用者の利用機会が担保できること。 ヨヤク キカン シャカイ		オーナー等 トウ		一　般 イチ ハン		会　員 カイ イン		一　般 イチ ハン

								２月後の月末までの
予約が可能 ゲツ ゴ ゲツマツ ヨヤク カノウ		５6日後までの
予約が可能 ニチ ゴ		３ヶ月前までの
予約が可能 ゲツマエ ヨヤク カノウ

								（最大差約１ヶ月）				（差なし） サ

				料金 リョウキン		オーナー等と一般利用者の料金格差が、社会通念上許容できる範囲内であること。 イッパン リヨウシャ リョウキン カクサ シャカイ ツウネンジョウ キョヨウ ハンイナイ		全施設、全日　５,000円／人 ゼン シセツ ゼンジツ エン ニン				標準料金　3,000円 ヒョウジュン リョウキン エン		標準料金　3,000円＋1日会員　６００円 ヒョウジュン リョウキン エン ニチ カイイン エン

								（差なし） サ				600円（宿泊費の2割程度）の差 エン シュクハクヒ ワリ テイド サ







要件２



				企業保養所等を公園事業（宿舎）として
認めるための要件（案） キギョウ ホヨウ ショ トウ コウエン ジギョウ シュクシャ ミト ヨウケン アン				【参　考】 サン コウ

								四季倶楽部
（企業保養所兼一般利用者向けホテル） シキ クラブ				ユースホステル
（既に公園事業(宿舎)として認可）

				利用資格 リヨウ シカク		オーナー等が優先的に利用できる日数、時期及び部屋数を社会通念上許容できる範囲に制限し、一般利用者の利用機会が担保できること。 トウ ユウセンテキ リヨウ ニッスウ ジキ オヨ ヘヤカズ シャカイ ツウネンジョウ キョヨウ ハンイ セイゲン イッパン リヨウシャ リヨウ キカイ タンポ		企業保養所オーナー等に対して、全部屋数の閑散期５割、繁忙期７割の優先利用枠はあるものの、残りは一般利用者も利用可能 キギョウ ホヨウ ジョ トウ タイ ゼン ヘヤ ユウセン リヨウ ワク ノコ イッパン リヨウ シャ リヨウ カノウ				600円の追加料金で「1日会員」として、一般利用者も利用可能 ツイカ リョウキン イッパン リヨウシャ カノウ

				予約期間 ヨヤク キカン		オーナー等が優先的に予約できる期間を社会通念上許容できる範囲に制限し、一般利用者の利用機会が担保できること。		オーナー等 トウ		一　般 イチ ハン		会　員 カイ イン		一　般 イチ ハン

								２月後の月末 ゲツ ゴ ゲツマツ		５６日後 ニチ ゴ		３ヶ月後

								（最大差約１ヶ月）				（差なし） サ

				料金 リョウキン		社会通念上許容できる範囲内の差であること。 シャカイ ツウネンジョウ キョヨウ ハンイナイ サ		全施設、全日　５,000円／人 ゼン シセツ ゼンジツ エン ニン				3,000円 エン		3,600円 エン

								（差なし） サ				600円（宿泊費の2割程度）の差 エン シュクハクヒ ワリ テイド サ
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現況調査



				営業中		転用						撤去済		閉鎖						計

								個人宅		その他						管理状況
良好 リョウコウ		管理状況
悪い カンリ ジョウキョウ ワル

				７０件		７１件		５１件		２０件		１１件		8１件		１５件		６６件		２３３件

				(30.0%)		(30.5%)		(21.9%)		(８.６%)		(4.7%)		(34.8%)		(6.5%）		(２８.３%)







営業施設数推移



						平成６年 ヘイセイ ネン		平成15年 ヘイセイ ネン		平成27年 ヘイセイ ネン

				営業件数 エイギョウ ケンスウ		２２６件		１３５件		７０件

				(平成6年＝１.00) ヘイセイ ネン		1.00		0.60		0.31







企業保養所（現状規制）



				区分 クブン		企業保養所 キギョウ ホヨウショ		一般の宿泊施設 イッパン シュクハク シセツ

				利用形態 リヨウ ケイタイ		利用者限定 リヨウシャ ゲンテイ		一般利用 イッパン リヨウ

				公園事業（宿舎）
の位置づけ コウエン ジギョウ シュクシャ イチ		不可 フカ		なしの場合 バアイ		ありの場合 バアイ

				工作物の新築等
に係る行為制限 コウサクブツ シンチク トウ カカ コウイ セイゲン		高さ13ｍ以下、
建築面積2,000㎡以下　等
(自然公園法施行細則第11条） タカ イカ ケンチク メンセキ イカ トウ シゼン コウエンホウ セコウ サイソク ダイ ジョウ				公園(地域ごと)に
管理運営計画
で定める コウエン チイキ







集団施設地区

						手続き テツヅ										新築・改築
の制限

						公園計画
変更 コウエン ケイカク ヘンコウ		公園事業
決定 コウエン ジギョウ ケッテイ		公園事業
実施 コウエン ジギョウ ジッシ		法第10条
行為許可 ホウ ダイ ジョウ コウイ キョカ		手続き
期間 テツヅ キカン



		一般の宿泊施設
（一般利用） イッパン シュクハク シセツ イッパン リヨウ		集団施設地区
【検討中】 シュウダン シセツ チク ケントウチュウ		不要 フヨウ		不要 フヨウ		要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		不要 フヨウ		最長
2ヶ月 サイチョウ ゲツ		公園(地域ごと)に
管理運営計画で定める

				単独施設
【現状】 タンドク シセツ ゲンジョウ		要
(2～3年) ネン		要
(0.5～1年)		要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		不要 フヨウ		最長
4年2ヶ月 サイチョウ ネン ゲツ

		企業保養所（利用者限定） キギョウ ホヨウショ				公園事業に該当しない コウエン ジギョウ ガイトウ						要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		最長
2ヶ月 サイチョウ ゲツ		高さ13ｍ以下、面積2,000㎡以下　等









集団施設地区 (2)



				宿泊施設の区分 シュクハク シセツ クブン				公園事業
「宿舎」として
取り扱い コウエン ジギョウ シュクシャ ト アツカ		手続き テツヅ										新築・改築
の制限

										公園計画
変更 コウエン ケイカク ヘンコウ		公園事業
決定 コウエン ジギョウ ケッテイ		公園事業
実施 コウエン ジギョウ ジッシ		法第10条
行為許可 ホウ ダイ ジョウ コウイ キョカ		手続き
期間 テツヅ キカン



				一般の宿泊施設
（一般利用）		単独施設 タンドク シセツ		○		要
(2～3年) ネン		要
(0.5～1年)		要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		不要 フヨウ		最長
4年2ヶ月 サイチョウ ネン ゲツ		公園管理運営計画で
定める（弾力的に運用） ダンリョクテキ ウンヨウ

				企業保養所（利用者限定） キギョウ ホヨウショ				×		不要
（公園事業に該当しないため） フヨウ コウエン ジギョウ ガイトウ						要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		最長
2ヶ月 サイチョウ ゲツ		高さ13ｍ以下、建築面積2,000㎡以下　等 ケンチク







				宿泊施設の区分 シュクハク シセツ クブン				公園事業
「宿舎」として
取り扱い コウエン ジギョウ シュクシャ ト アツカ		手続き テツヅ										新築・改築
の制限

										公園計画
変更 コウエン ケイカク ヘンコウ		公園事業
決定 コウエン ジギョウ ケッテイ		公園事業
実施 コウエン ジギョウ ジッシ		法第10条
行為許可 ホウ ダイ ジョウ コウイ キョカ		手続き
期間 テツヅ キカン



				一般の宿泊施設
（一般利用） イッパン シュクハク シセツ イッパン リヨウ		集団施設地区 シュウダン シセツ チク		○		不要 フヨウ		不要 フヨウ		要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		不要 フヨウ		最長
2ヶ月 サイチョウ ゲツ		公園管理運営計画で
定める（弾力的に運用） ダンリョクテキ ウンヨウ

				企業保養所
（一部一般利用） キギョウ ホヨウショ イチブ イッパン				○

				企業保養所（利用者限定） キギョウ ホヨウショ				×		不要
（公園事業に該当しないため） フヨウ コウエン ジギョウ ガイトウ						要
(2ヶ月) ヨウ ゲツ		最長
2ヶ月 サイチョウ ゲツ		高さ13ｍ以下、建築面積2,000㎡以下　等 ケンチク













要件１



				企業保養所等を公園事業（宿舎）として
認めるための要件（案） キギョウ ホヨウ ショ トウ コウエン ジギョウ シュクシャ ミト ヨウケン アン				【参　考】 サン コウ

								四季倶楽部
（企業保養所兼一般利用者向けホテル）
 シキ クラブ キギョウ ホヨウ ショ ケン イッパン リヨウ シャ ム				ユースホステル
（既に公園事業(宿舎)として認可） スデ コウエン ジギョウ シュクシャ ニンカ

				利用資格 リヨウ シカク		オーナー等が優先的に利用できる日数、時期及び部屋数を社会通念上許容できる範囲に制限し、一般利用者の利用機会が担保できること。 トウ ユウセンテキ リヨウ ニッスウ ジキ オヨ ヘヤカズ シャカイ ツウネンジョウ キョヨウ ハンイ セイゲン イッパン リヨウシャ リヨウ キカイ タンポ		企業保養所オーナー等に対して、全部屋数の閑散期５割、繁忙期７割の優先利用枠はあるものの、一般利用者も利用可能 キギョウ ホヨウ ジョ トウ タイ ゼン ヘヤ ユウセン リヨウ ワク イッパン リヨウ シャ リヨウ カノウ				1泊600円の追加料金を支払えば、「1日会員」ということで一般利用者も利用可能 イッパン リヨウシャ カノウ

				予約期間 ヨヤク キカン		オーナー等が優先的に予約できる期間を社会通念上許容できる範囲に制限し、一般利用者の利用機会が担保できること。 ヨヤク キカン シャカイ		オーナー等 トウ		一　般 イチ ハン		会　員 カイ イン		一　般 イチ ハン

								２月後の月末までの
予約が可能 ゲツ ゴ ゲツマツ ヨヤク カノウ		５6日後までの
予約が可能 ニチ ゴ		３ヶ月前までの
予約が可能 ゲツマエ ヨヤク カノウ

								（最大差約１ヶ月）				（差なし） サ

				料金 リョウキン		オーナー等と一般利用者の料金格差が、社会通念上許容できる範囲内であること。 イッパン リヨウシャ リョウキン カクサ シャカイ ツウネンジョウ キョヨウ ハンイナイ		全施設、全日　５,000円／人 ゼン シセツ ゼンジツ エン ニン				標準料金　3,000円 ヒョウジュン リョウキン エン		標準料金　3,000円＋1日会員　６００円 ヒョウジュン リョウキン エン ニチ カイイン エン

								（差なし） サ				600円（宿泊費の2割程度）の差 エン シュクハクヒ ワリ テイド サ







要件２



								【参　考】 サン コウ

								四季倶楽部
（企業保養所兼一般利用者向けホテル） シキ クラブ				ユースホステル
（既に公園事業(宿舎)として認可）

				利用資格 リヨウ シカク		オーナー等が優先的に利用できる日数、時期及び部屋数を社会通念上許容できる範囲に制限し、一般利用者の利用機会が担保できること。 トウ ユウセンテキ リヨウ ニッスウ ジキ オヨ ヘヤカズ シャカイ ツウネンジョウ キョヨウ ハンイ セイゲン イッパン リヨウシャ リヨウ キカイ タンポ		企業保養所オーナー等に対して、全部屋数の閑散期５割、繁忙期７割の優先利用枠はあるものの、残りは一般利用者も利用可能 キギョウ ホヨウ ジョ トウ タイ ゼン ヘヤ ユウセン リヨウ ワク ノコ イッパン リヨウ シャ リヨウ カノウ				600円の追加料金で「1日会員」として、一般利用者も利用可能 ツイカ リョウキン イッパン リヨウシャ カノウ

				予約期間 ヨヤク キカン		オーナー等が優先的に予約できる期間を社会通念上許容できる範囲に制限し、一般利用者の利用機会が担保できること。		オーナー等 トウ		一　般 イチ ハン		会　員 カイ イン		一　般 イチ ハン

								２月前の月初め(最大約3ヶ月前) ゲツ マエ ツキハジ サイダイ ヤク ゲツマエ		５６日前 ニチ マエ		３ヶ月前 マエ

								（最大差約１ヶ月）				（差なし） サ

				料金 リョウキン		社会通念上許容できる範囲内の差であること。 シャカイ ツウネンジョウ キョヨウ ハンイナイ サ		全施設、全日　５,000円／人 ゼン シセツ ゼンジツ エン ニン				3,000円 エン		3,600円 エン

								（差なし） サ				600円（宿泊費の2割程度）の差 エン シュクハクヒ ワリ テイド サ
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